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 本手引きは、東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金（以下「補助金」という。）の交付を受け

るための手続き上の注意点等を具体的に説明するものです。 

補助金の交付を受けようとする場合は、本手引きを確認いただくとともに、以下の点について十分ご

認識された上で行っていただきますようお願いいたします。 

 

 

１． 補助金の交付を受けるに当たっては、東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付要綱（平

成 25 年 6 月 24 日付 25 総防管第 409 号。以下「交付要綱」という。）を遵守していただきます。 

２． 東京都に提出する書類の内容は、正確に記載してください。不正確な記載に基づき補助金を受けた

場合、補助金を返還いただくことがあります。 

３． 補助金を受けて購入した備蓄品の管理は、交付要綱第 20 条に基づき適切に行っていただきます。 

４． 補助金を受けて購入した備蓄品の使用は、交付要綱第 21 条に基づき定められています。 

５． 保管状況等を確認するため、現地調査等を実施する場合があります。 

６． 予算が上限に達した場合、募集期間内であっても募集を締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈問合せ先・申請書類提出先〉 

東京都 総務局 総合防災部 防災管理課 防災事業推進担当（帰宅困難者対策） 

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 東京都庁第一本庁舎 北側 ９階 

TEL：03-5388-2485（直通） 

メール：ichitai-hojokin@ml.metro.tokyo.jp 

※メールいただいた際にはお手数ですが、送信後にお電話ください。 
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１．全体の流れ 
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２．事前相談・交付申請 

（１）基本事項 

○ 申請前の確認・調整には時間がかかります（最大２か月程度）ので、スケジュールに余裕

をもってご申請ください。 

○ 申請受理※から交付決定通知書を発行するまで約１か月かかります（標準処理期間）。 

※ 全ての書類が漏れや誤りがなく、整っている書類をご提出された時点が起算日となりま

す。 

○ 交付決定後に購入された備蓄品の購入費用が補助対象です。交付決定前に購入（発注）し

ないようご注意ください。 

○ まずは、事前相談シートを作成の上、ご連絡ください。 

  (帰宅困難者受入協定が締結済であれば、ご準備の上連絡お願いいたします。) 

 

（２）申請要件 

○ 申請に当たっては、以下の要件を全て満たす必要があります。 

① 施設が所在する区市町村と帰宅困難者の受入協定を締結済み、又は締結予定であって、

以下の事項が確認できること。 

ア 帰宅困難者の受入期間が発災時から 72 時間程度であること。 

イ 受け入れる帰宅困難者の人数 

ウ 帰宅困難者向けの備蓄品の購入に要する費用を、管理者（申請者）が負担すること。 

② 従業者向けの備蓄品を３日分完備していること。 

※ 原則、帰宅困難者向けの指定備蓄品目（交付要綱第 6 条第 2 項で定義する指定備蓄品

目。以下「指定備蓄品目」という。）の基準（同要綱第 6 条第 2 項で定義）と同等の基

準で従業者人数分を完備している必要があります。 

※ 帰宅困難者向けの備蓄品のうち推奨備蓄品目（交付要綱第 6 条第 2 項で定義する推

奨備蓄品目。以下「推奨備蓄品目」という。）、スマートフォン等に充電するために必要

な機器及び暑さ対策用備蓄品を申請する場合は、これらに加えて指定備蓄品目全てを、

協定上の受入人数ついての３日分を完備することが必要です。 

③ 一時滞在施設の運営の運営について定めた事業継続計画又はこれに準じた防災計画等

を策定していること。 

 

（３）交付申請書類 

○ 申請書類一式は以下のとおりです。提出の際は、以下の順番に揃えてください。 

 書類名 
提出 

形態 

提出 

区分 
押印※１※２ 

1 交付申請書           （別記様式第１） 原本 必須 要 

2 印鑑証明書（又は使用印鑑届） 原本 必須 ― 
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3 
委任状※3 

委任者全員の印鑑証明書（又は使用印鑑届） 
原本 

該当者 

のみ 
要 

4-1 

購入計画書 

・帰宅困難者向け備蓄品    ：別紙 1-1 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器 

：別紙 1-2 

・暑さ対策用備蓄品      ：別紙 1-3 

原本 必須 不要 

4-2 

購入備蓄品内訳書（別表） 

・帰宅困難者向け備蓄品 ：別表（1-i）又は（1-ii） 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器 

：別表（2-i）又は（2-ii） 

・暑さ対策用備蓄品   ：別表（3-i）又は（3-ii） 

原本 必須 不要 

4-3 帰宅困難者向け備蓄品保管状況リスト（別紙７）※4 原本 
該当者 

のみ 
要 

4-4 見積書 写し 必須 ― 

4-5 パンフレットの写し等 写し 必須 ― 

5 帰宅困難者の受入協定※5 写し 必須 ― 

6 従業者向け備蓄品完備の証明書類    （別紙３） 原本 必須 要 

7 
一時滞在施設の運営について定めた事業継続計画

（BCP） 
写し 必須 ― 

8 食品ロス削減取組報告書      （別紙５-１） 原本 
該当者 

のみ 
不要 

9 更新時廃棄報告書         （別紙５-２） 原本 
該当者 

のみ 
不要 

10 暴力団員等排除に関する誓約書   （別紙６） 原本 必須 要 

※１ オンライン申請の場合は、押印の必要はありません。オンライン申請については、本

手引き「11.オンライン申請について」をご覧ください。 

※２ 押印には、すべて印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届を提出される場合は使用印鑑届

と同一の印）を使用してください。 

※３ 委任者の印鑑証明書（又は使用印鑑届）を添付してください。 

※４ 新規で指定備蓄品目の４品目すべてを購入する場合は不要です。 

※５ 協定締結前の場合は、別紙２と協定案を提出することで、これに代えることができま

す。 

 

（４）交付申請書類の記載方法 
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○ 交付申請書の記載方法及び注意点は以下のとおりです。（【 】内は「提出形態・提出区分」） 

○ 交付申請書類一式を揃えたら、チェックリストの順番に書類を整えた上、先頭にチェック

リストを付けてください。なお、チェックリストの書類以外に説明資料等を作成された場合

には、各書類の後ろに綴ってください。 

○ チェックリストにチェックを記入し、不足等がないか確認した上で提出してください。 

○ 原則、申請書提出前にデータ（押印前）により申請書類一式を確認させていただきます。

押印前にデータをメールでお送りください。 

○ 印は、印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届を提出された場合は使用印鑑届と同一の印）を

押印いただく必要があります。他の印を使用されないようご注意ください。 

※ 以下、区市町村との帰宅困難者受入協定を「協定」と呼びます。 

 

１）交付申請書（別記様式第１）【原本・必須】 

① 申請者 

協定締結者又は協定締結予定者（以下、「協定締結者等」という。）が申請者となります。 

※ 協定締結者等が複数いる場合は、他の協定締結者等から申請者に対して補助金申請、

届出、請求に係る一切の権限を委任する必要がありますので、「委任状」を提出してく

ださい。 

※ 管理組合が協定を締結している場合等、申請者の印鑑証明書がそもそもない場合の

申請方法については、ご相談ください。 

i) 「所在地」・「事業者名」 

印鑑証明書（使用印鑑届を提出される場合は使用印鑑届）の記載と一致させてくださ

い。 

ii) 「代表者職氏名」 

代表者の職と氏名を記入してください。（例）代表取締役 山田 太郎 

iii) 印 

印鑑証明と同一の印（使用印鑑届を提出される場合は使用印鑑届と同一の印）を押印

してください。 

 

② 「施設の名称」及び「施設の所在地」 

協定上の記載と一致させてください。 

 

③ 添付資料 

提出の必要がない（添付しない）資料については、取消線で消してください。 

※ 別紙の記載方法の詳細は、「４）購入計画書」以降を確認ください。 

ⅰ) 購入計画書【原本・必須】・購入備蓄品内訳書【原本・必須】 

・ 帰宅困難者向け備蓄品について申請する場合は、「東京都民間一時滞在施設備蓄品

購入計画書」（別紙 1-1）を使用してください。なお、購入計画書（別紙 1-1）には

別表「購入備蓄品内訳書」（別表 1-i 又は 1-ii）を添付してください。 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器について申請する場合は、「東京都
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民間一時滞在施設備蓄品購入計画書」（1-2）を使用してください。なお、購入計画

書（別紙 1-2）には別表「購入備蓄品内訳書」（別表 2-i 又は 2-ii）を添付してくださ

い。 

・暑さ対策用備蓄品について申請する場合は、「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入

計画書」（1-3）を使用してください。なお、購入計画書（別紙 1-3）には別表「購入

備蓄品内訳書」（別表 3-i 又は 3-ii）を添付してください。 

・ 備蓄品の見積書を添付してください。 

・ 水、食料は保存年限が５年以上のものが対象です。保存年限が分かる資料（パン

フレットの写し等）を添付してください。 

・ 水、食料以外の備蓄品についても仕様が分かる資料（パンフレットの写し等）を

添付してください。 

ⅱ) 協定【写し※1・必須】 

・ 施設が所在する区市町村との帰宅困難者受入協定の写しを提出してください。 

・ 締結が済んでいない場合には、別紙２「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用

補助金交付申請に係る帰宅困難者受入協定について」に協定の案を添付し、提出し

てください。 

※１ 別紙２は、原本を提出してください。 

※２ 別紙２には押印が必要です。印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届をご提出

された場合には使用印鑑届と同一の印）を押印してください。 

ⅲ) 従業者向け備蓄品完備の証明書類【原本・必須】 

・別紙３「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付申請に係る従業者用

備蓄品について」を提出してください。 

・ 別に従業者向け備蓄品が完備されていることが証明できる書類がある場合には、

別紙３に添付することで、別紙３への記載を省略することが可能です。 

・ 帰宅困難者を受け入れる施設で通常勤務している全従業者が対象です。 

・ 原則、指定備蓄品目全てについて、帰宅困難者向けと同様の基準で完備している

必要があります。 

ⅳ) 一時滞在施設の運営について定めた事業継続計画【写し・必須】 

・ 一時滞在施設の運営について定めた事業継続計画を提出してください。 

・ 作成途中の場合には、別紙４「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交

付申請に係る事業継続計画（BCP）について」に押印の上、案を添付して提出して

ください。 

・ 作成途中で申請した場合、BCP 又は帰宅困難者受入マニュアル等は実績報告書ご

提出時までに完成させ、実績報告書に添付してください。 

ⅴ) 食品ロス削減取組報告書【原本・該当者のみ】 

・ 過去に本事業を利用して購入した水や食料等の更新の場合や、都の配備事業を活

用して配備した水や食料等の賞味期限到来に伴う入れ替えの場合には、食品ロス削

減取組報告書を提出してください。 

・ 別紙５－１「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金食品ロス削減取組報
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告書」を活用してください。 

・ 別紙５－１には、食品ロス削減取組に係る案内文や写真等を添付してください。 

ⅵ) 更新時廃棄報告書【原本・該当者のみ】 

・ 過去に本事業を利用して購入した簡易トイレ、又は毛布若しくはブランケットの

更新の場合や、都の配備事業を活用して配備した簡易トイレ、又は毛布若しくはブ

ランケットの使用期限到来に伴う入れ替えの場合には、廃棄報告書を提出してくだ

さい。 

・ 別紙５－２「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金更新時廃棄報告書」

を活用してください。 

・別紙５－２には、処分内容が確認できる資料を添付してください。 

 ２）印鑑証明書・使用印鑑届【原本・必須】 

・ 印鑑証明書の原本を添付してください。 

・ 以降、押印いただく場合には印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届をご提出いただい

た場合は使用印鑑届と同一の印）を押印してください。他の印を使用しないようご注

意ください。 

    ３）委任状・印鑑証明書（使用印鑑届）【原本・該当者のみ】 

① 委任状 

・ 協定締結者等が複数人いる場合（乙が複数いる場合）は、協定締結者等の中から

１人申請者を選び、その方が申請を行うようにしてください。なお、その場合、

その他の協定締結者等（以下、「委任者」という。）から申請者への委任状が必

要となります。（補助金申請に係る申請、届出及び請求に係る一切の権限を申請

者に委任します。） 

・ 委任状には委任者の印（提出される印鑑証明書と同一の印、又は提出される使用

印鑑届と同一の印）を押印してください。 

② 印鑑証明書（使用印鑑届） 

・ 委任者の印鑑証明書（又は使用印鑑届）も提出してください。 

・ 押印が必要な書類（申請書類、実績報告書など）は、印鑑証明書又は使用印鑑届

と同一の印を使用してください。他の印を使用しないようご注意ください。 

4-1）購入計画書（別紙 1-1、1-2、1-3）【原本・必須】 

・ 別紙１「購入計画書」を使用してください。 

帰宅困難者向け備蓄品   ：別紙 1-1、 

スマートフォン等に充電するために必要な機器 ：別紙 1-2 

暑さ対策用備蓄品    ：別紙 1-3 

・ 「帰宅困難者受入人数」は協定に記載されている人数を記載してください。 

・ 「備蓄品の購入契約予定日」は、申請日の約１か月後以降の予定日を記載してくだ

さい。（標準処理期間は、1 か月です。） 

・ A「購入費用のうち補助対象数量の購入に要する費用」は、別表の「うち補助対象

数量の購入費用」の合計額を記入してください。 
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・ 自動計算ですが、金額に誤りがないか、必ず検算してご確認ください。 

4-2）購入備蓄品内訳書（別表 1-i、1-ii、2-i、2-ii、3-i、3-ii）【原本・必須】 

・ 帰宅困難者向け備蓄品について申請する場合は、別表(1-i)又は(1-ii)を使用してく

ださい。見積書上の単価が税抜表示の場合は別表(1-i)を、税込表示の場合は別表(1-

ii)を使用してください。 

・ スマートフォン等に充電するために必要な機器について申請する場合は、別表(2-i)

又は(2-ii)を使用してください。見積書上の単価が税抜表示の場合は別表(2-i)を、税込

表示の場合は別表(2-ii)を使用してください。 

・ 暑さ対策用備蓄品について申請する場合は、別表(3-i)又は(3-ii)を使用してくださ

い。見積書上の単価が税抜表示の場合は別表(3-i)を、税込表示の場合は別表(3-ii)を使

用してください。 

・ 指定備蓄品目の４品目は全て必要数量が決まっています。別表下部にある「指定備

蓄品目数量確認表」に区市町村との帰宅困難者の受入協定に記載されている受入人数

を記入し、必要数量との整合を確認してください。 

・ 指定備蓄品目については、必要数量分が補助対象になります。箱の入数の結果等に

より生じる余剰分は補助対象外です。なお、余剰分が生じる際の記載例は以下のとお

りです。 

【記載例（受入人数 50 人分の水（450ℓ）の場合）】 

品名 規格 

購入数量 
単価 

（税抜） 

合計額 

 うち補助対象  
うち補
助対象 

水 

(５年保存) 

500ml/本 

×24 本/箱 

38 

箱 

456

ℓ 

(37+12/24）

箱 

450

ℓ 

2,400

円 

91,200

円 

90,000

円 

・ 別表に記載する各品目の単価は、見積書の単価の記載と一致させてください。 

・ 搬送費用や設置費用など、備蓄品の購入費用以外は補助対象外です。 

・ 別表(1-i)や(2-i)、(3- i)を使用する場合、消費税は手入力です。自動計算では入力さ

れません。消費税の入力漏れにご注意ください。 

・ 指定備蓄品目について、代替する設備等を有する場合には、都と協議により数量を

減じることができますので、別表下部にある「指定備蓄品目数量確認表」の備考欄に

代替する設備等及びその数量を記載してください。 

・ 「災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金（以下「強靭化補助」という。）」を活用し

て貯水槽やマンホールトイレを帰宅困難者向けに整備している場合には、目的（水や

トイレの確保）が重複しているため、本補助金（備蓄品購入費用補助金）の購入数量

から除外していただきます。別表下部にある「指定備蓄品目数量確認表」の備考欄に

代替する設備等及びその数量を記載いただいた上、強靭化補助により帰宅困難者向け

に揃えた数量が分かる資料を提出してください。 

・ 推奨備蓄品目の数量は、都と協議の上、決定します。数量の根拠を別表下部にある

「推奨備蓄品の数量算出方法」にお示しください。数量根拠の示し方の例は以下のと
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おりです。 

（例）粉ミルクの数量 

受入人数× A※1※2 × B ㌘※3 ÷ １缶容量 ＝必要缶数 

※１ ○○ガイドラインより対象年齢を○歳児までと想定 

※２ 都内○歳から○歳までの人口比率（○○（ex.住民基本台帳による東京都の

世帯と人口）より） 

※３ ○歳から○歳児の１日の必要量○㌘×３日 

・ 推奨備蓄品目のみを申請する場合、帰宅困難者向け備蓄品の保管状況リスト（別紙

７）を提出してください。 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器の数量等は、都と協議の上、決定し

ます。数量の根拠と運用計画を別表下部にある「数量算出方法」、「運用計画」にお示

しください。 

・暑さ対策用備蓄品の数量等は、都と協議の上、決定します。購入予定の品目、数量、

配布方法等を別表下部にある「数量算出方法」、「配布方法」にお示しください。 

4-3）帰宅困難者向け備蓄品保管状況リスト（別紙７）【原本・該当者のみ】 

・指定備蓄品目の４品目すべてを申請する場合を除き、必ず提出してください。 

・保管備蓄品について、東京都の備蓄品補助事業・備蓄品配備事業の利用状況を記載

してください。（都の補助金で購入したものはすべて記載） 

・保管状況がわかる写真と保管場所図面を添付してください。 

・指定備蓄品目について、必要数量が完備されていることを確認してください。 

4-4）見積書【写し・必須】 

・ 内訳書の単価の根拠資料として、見積書を添付してください。 

・ 水、食料等は、通常軽減税率（8%）が適用されます。（消費税率 10%が適用されて

いる場合には、見積業者へ確認してください。） 

・ 見積書に補助対象外の品目、数量が含まれていても問題ありません。 

4-5）パンフレットの写し等【写し・必須】 

・ 水、食料は保存年限が５年以上のものが補助対象となりますので、保存年限が分か

る資料（パンフレットの写し等）を提出してください。 

・ 水、食料以外の備蓄品についても仕様を確認させていただきますので、同様に仕様

が分かる資料（パンフレットの写し等）を提出してください。 

    ５）帰宅困難者の受入協定【写し・必須】 

・ 施設が所在する区市町村と締結した帰宅困難者の受入れに係る協定の写しを提出

してください。 

・ 受入協定について、以下の三点が分かる部分にラインマーカーを引くなど、識別で

きるようにしてください。 

① 帰宅困難者を受け入れる期間が発災後から 72 時間 
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② 受け入れる帰宅困難者の人数 

③ 帰宅困難者向けの備蓄品の購入費用を申請者が負担 

・ 協定締結前の場合は、別紙２「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付

申請に係る帰宅困難者受入協定について」に押印の上、提出してください。 

・ 別紙２には協定案の添付が必要です。 

・ 別紙２には区市町村の担当者の署名及び押印が必要です。 

・ 別紙２を提出した場合は、実績報告提出時までに協定を締結してください。 

６）従業者向け備蓄品（別紙３）【原本・必須】 

・ 従業者向け備蓄品の完備が補助要件の一つです。（交付申請時は納入予定でも可。） 

・ 別紙３「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付申請に係る従業者用備

蓄品について」を提出してください。 

・ 数量及び品目を表にご記載ください。別に従業者向け備蓄品が完備されていること

を証明できる書類がある場合には、別紙３に添付することで、別紙３への記載を省略

することが可能です。（その場合、「別添参照」等と記入してください。） 

・ 帰宅困難者を受け入れる施設で通常勤務している従業者の人数を記入してくださ

い。 

・ 原則、従業者向けの指定備蓄品目を、帰宅困難者向けと同様の基準で完備している

必要があります。 

・ 社内規定等を示すことにより、数量を減じることができます。その場合には、補助

対象となる帰宅困難者向け備蓄品を従業者向けに流用しないことを誓約いただく必

要があります。 

     ・ 納入場所の図面と写真を添付してください。 

・ 既に完備されている場合には、「４契約予定日」及び「５納入予定日」については、

「契約済み」、「納入済み」と記載してください。 

・ 申請者の記載方法は、交付申請書（別記様式第１）と同様です。 

    ７）一時滞在施設の運営について定めた事業継続計画【写し・必須】 

・ BCP の写しを提出してください。 

・ 本社と受入施設が別の場合は、本社ではなく、帰宅困難者を受け入れる施設の BCP

を提出してください。 

・ 帰宅困難者の受入体制が分かる資料（帰宅困難者受入マニュアル等）も合せて提出

してください。 

・ 従業者向け備蓄品リスト及び帰宅困難者向け備蓄品リストを BCP や帰宅困難者受

入マニュアル等に含めてください。（従業者向けと帰宅困難者向けで区別して記載し

てください。） 

・ BCP や帰宅困難者受入マニュアル等を作成中の場合には、別紙４「東京都民間一時

滞在施設備蓄品購入費用補助金交付申請に係る事業継続計画（BCP）について」を提

出してください。（実績報告書提出までに完成する必要があります。） 

・ 別紙４には案の添付が必要です。 
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    ８）食品ロス削減取組報告書【原本・該当者のみ】 

・ 過去に本事業を利用して購入した水や食料等の更新の場合や、都の配備事業を活用

して配備した水や食料等の賞味期限到来に伴う入れ替えの場合には、食品ロス削減の

ための取組を実施してください。 

・ 別紙５－１「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金食品ロス削減取組報告

書」に取組の案内、写真やフードバンク等の受領書等を添付して提出してください。 

・ 交付申請時に取組実施前の場合は、計画書を提出してください。 

※ 実績報告時に取組状況が分かる写真や受領書の写し等を提出してください。 

 

９）更新時廃棄報告書【原本・該当者のみ】 

・別紙５－２「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金更新時廃棄報告書」に

必要事項を記載のうえ提出してください。 

・ 交付申請時に廃棄実施前の場合は、計画書を提出してください。 

※ 実績報告時に処分内容が確認できる資料を提出してください。 

 

    １０）暴力団員等排除に関する誓約書【原本・必須】 

・別紙６「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金暴力団員等排除に関する誓

約書」に必要事項を記載のうえ提出してください。 

 ※１ 別紙６は、原本を提出してください。 

※２ 別紙６には押印が必要です。印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届を提出され   

た場合には使用印鑑届と同一の印）を押印してください。 
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（５）交付申請書類のファイル作成方法 

  ○ ファイリングの参考例          ○ ファイルの作成方法 

  

令
和 

年
度 

民
間
一
時
滞
在
施
設
備
蓄
品
購
入
費
用
補
助
金
（
施
設
名
） 

・ 申請書類は A4 版のファイル（２穴タイ

プ（紙フラットファイル））で綴じ、表紙

及び背表紙に以下の項目を記入したラ

ベル（テプラ等）を貼付してください。 

「令和 年度 民間一時滞在施設備蓄

品購入費用補助金（施設名）」 

※「施設名」には申請施設名を記入してください。 

表 紙：横書き 

背表紙：縦書き 

・ ファイルは、ファイリングする書類に応

じた厚さにしてください。 

・ 押印書類を含め、全ての書類に穴を開

け、直接ファイリングしてください。 

※クリアフォルダ等には入れないでください。 

  ※記入部分に穴がかからないよう、書類の左側には

充分余白を設けてください。 

・ 袋綴じしないでください。 

・ 書類はホチキス止めしないでください。 

指定ファイル：A4 版・２穴タイプ 

※背表紙があるファイルを使用してください。 

※その他、以下の事項をご確認ください。 

 
 

 

 

○ファイリングの方法 

・ 各書類にインデックス

をつけてください。 

・ インデックスは、「交付

申請書類チェックリス

ト」の書類番号と書類

名 を 記 載 し て く だ さ

い。※インデックスに

文字が入り切らない等

の場合は、チェックリ

ストの番号のみの記載

でも問題ありません。 

・ 中仕切りは不要です。 

１
交
付
申
請
書 
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３．交付決定 

○ 交付申請書及び関係書類の内容を審査し、申請内容が適当と認められる場合、補助金の交付

決定を行い、交付決定通知書を発行します。 

○ 交付申請の受領から交付決定までの標準処理期間は１か月です。 

 ※交付申請の受領とは、不備がない申請書類一式の受領を指します。 

 

４．購入 

○ 交付決定を受けてから備蓄品を発注してください。 

【注意！】交付決定前に購入（発注）された備蓄品の購入費用は補助対象外です。 
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５．実績報告 

（１）基本事項 

○ 「納品後１か月以内」に実績報告書を提出してください。※納品のタイミング等により難

しい場合には、予めご一報ください。 

○ 実績報告書の記載方法等については、「⑶ 実績報告書の記載方法等」を確認してください。 

○ 実績報告書のご提出と合わせて、帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税等の減 

免の申請意向に係る書類も提出してください。提出書類については「６．税金の減免の申請

意向に係る書類の提出」を確認してください。 

（２）実績報告書類 

  ○ 実績報告書類一式は以下のとおりです。提出の際は、以下の順番に揃えてください。 

 書類名 
提出 

形態 

提出 

区分 
押印 

1 実績報告書（別記様式第６） 原本 必須 要 

2 

事業完了実績総括表 

・帰宅困難者向け備蓄品：別紙 8-1 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器 

：別紙 8-2 

・暑さ対策用備蓄品：別紙 8-3 

原本 必須 不要 

3 

購入備蓄品内訳書（別表） 

・帰宅困難者向け備蓄品：別表(1-i)又は(1-ii) 

・スマートフォン等に充電するために必要な機器 

：別表(2-i)又は(2-ii) 

・暑さ対策用備蓄品：別表(3-i)又は(3-ii) 

原本 必須 不要 

4 添付資料ア① 帰宅困難者の受入協定 写し 
該当者

のみ 
― 

5 添付資料ア➁ 従業者向け備蓄品の証明書類 原本 
該当者

のみ 
要 

6 
添付資料ア➂ 一時滞在施設の運営について定めた事

業継続計画 
写し 

該当者

のみ 
― 

7 添付資料ア④ 食品ロス削減取組報告書 原本 
該当者

のみ 
不要 

８ 添付資料ア⑤ 更新時廃棄報告書 原本 
該当者

のみ 
不要 

９ 添付資料イ 契約書、納品書又は受領書等 写し 必須 ― 

10 添付資料ウ 品質証明書等 写し 必須 ― 
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11 添付資料エ 支払証明 写し 必須 ― 

12 
添付資料オ 補助対象備蓄品や補助対象機器の保管場

所平面図・写真 
写し 必須 不要 

※以下の減免申請意向については、実績報告提出時までにメールで送付お願いしま

す。 

13 現地調査申請書（減免申請意向がある場合） 原本 
該当者

のみ 
要 

14 
減免申請意向がない旨の書類（減免申請意向がない場

合） 
原本 

該当者

のみ 
不要 

    

（３）実績報告書の記載方法等 

○ 実績報告書の記載方法及び注意点は以下のとおりです。（【 】内は提出形態・提出区分） 

○ 一式を揃えたら、チェックリストの順番に書類を整え、先頭にチェックリストを付けてく

ださい。 

○ チェックリストにチェックを記入し、不足等がないか確認した上で提出してください。 

○ データを事前（押印前）に送付いただければ、書類の内容や記載等について、確認させて

いただきます。まずはご連絡ください。 

○ 印鑑証明書と同一の印（使用印鑑届を提出された場合は使用印鑑届と同一の印）を押印い

ただく必要がありますので、ご注意ください。※減免申請意向がない旨の書類（減免申請意

向がない場合）を除く。 

１）実績報告書（別記様式第６）【原本・必須】 

① 申請者 

・ 所在地、事業者名、代表者職氏名及び印について、交付申請書（別記様式第１）の

記載と一致させてください。 

② 本文 

・ 「交付決定通知書」の日付と文書番号（□総防管第○○号）を記載してください。 

③ 「1 施設の名称」及び「2 施設の所在地」 

 ・ 交付申請書の記載と一致させてください。 

④ 報告にあたり添付する書類 

 ・ 別紙 8「事業完了実績総括表」を添付してください。 

帰宅困難者向け備蓄品   ：別紙 8-1 

スマートフォン等に充電するために必要な機器 ：別紙 8-2 

暑さ対策用備蓄品    ：別紙 8-3 

⑤ 「４ 補助事業等の成果」 

・ 「○○区（市、町、村）との協定に基づく、災害時の帰宅困難者の受入れ及び備蓄

品の提供」と記入してください。 

    ⑥ 添付資料について 

ⅰ) 交付決定通知書の写し（添付資料ア）【写し・必須】 
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・ 交付決定通知書の写しを添付してください。 

・ 交付決定通知書の「３ 交付に際しての条件」に記載されている書類を添付して

ください。添付が求められていない書類については、取消線で消してください。 

・ 第５条第２号の備蓄品（従業者向け備蓄品）について、交付申請時に契約予定、

納入予定であった場合には、納入後の保管状況について、保管場所図面及び写真を

提出してください。 

・ 食品ロス削減取組報告書については、取組の案内や写真、フードバンク等の受領

書等を添付してください。 

・ 廃棄報告書については、処分内容が確認できる資料を提出してください。 

ⅱ) 契約書、納品書又は受領書等の写し（添付資料イ）【写し・必須】 

・ 備蓄品購入の発注書や売買契約書、納品書、受領書等の写しを提出してください。 

・ 納品物の内訳（品目・数量）が分かる納品書等を提出してください。 

ⅲ) 保存年限を証明する品質証明書等の写し（添付資料ウ）【写し・必須】 

・ 水及び食料については、保存年限が５年以上のものが補助対象となりますので、

保存年限が分かる品質証明書等を提出してください。 

・ 交付申請時にも保存年限が確認できる資料をご提出いただいていますが、実際に

購入された備蓄品の仕様を確認するため、原則、交付申請時と重複する場合でも提

出してください。 

ⅳ) 支払いを証明するものの写し（添付資料エ）【写し・必須】 

・ 「支払日」、「支払者」、「領収者」、「支払金額」が分かる書類（領収書等）を提出

してください。（銀行の振込受付書でも可） 

・ 支払者が作成した書類（受領者の受領印がある場合等は除く）では証明書類には

なりませんのでご注意ください。 

・ 実績報告書提出時までに領収書等が整わない場合には、支払う旨の誓約書に請求

書を添付し、提出してください。誓約書の参考様式を送付しますので、必要な場合

には連絡ください。 

     ⅴ) 補助対象備蓄品や補助対象機器の保管場所を示す平面図及び写真（添付資料オ）

【写し・必須】 

・ 補助対象となる備蓄品（帰宅困難者向け備蓄品）や補助対象機器の保管場所を示

す平面図及び写真（補助対象品の保管状況が分かる写真）を提出してください。 

・ 交付申請時にご提出いただいた図面及び写真は従業者用備蓄品の保管場所の図

面・写真であり、実績報告時に提出いただく書類とは異なりますのでご注意くださ

い。 

 

２）事業完了実績総括表（別紙 8-1、8-2、8-3）【原本・必須】 

・ 別紙 8「事業完了実績総括表」を使用してください。 

  帰宅困難者向け備蓄品    ：別紙 8-1 

スマートフォン等に充電するために必要な機器  ：別紙 8-2 

暑さ対策用備蓄品     ：別紙 8-3 
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・ 「２実績額計算表」における「A 交付決定額」に交付決定通知書に記載されている

「補助金交付決定額」を記入してください。 

・ 「２実績額計算表」における B「購入費用のうち補助対象数量の購入に要した費

用」が、交付申請書に添付した別紙 1-1、1-2 又は 1-3 の A「購入費用のうち補助対

象数量の購入に要する費用」と一致するか、ご確認ください。 

※ 一致しない場合は、実績報告書ご提出前にご一報ください。 

・ 「２実績額計算表」は自動計算ですが、数値に誤りがないか確認してください。 

・ 別表「内訳書」を添付してください。 

※ 帰宅困難者向け備蓄品の場合は別表(1-i)又は(1-ii)を使用し、スマートフォン等

に充電するために必要な機器の場合は別表(2-i)又は(2-ii)を使用、暑さ対策用備蓄

品は別表(3-i)又は(3-ii)してください。（原則、交付申請書に添付いただいたものと

同一のものを添付いただくことになります。） 
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６．税金の減免の申請意向に係る書類の提出 

○ 帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税、事業所税及び都市計画税の減免制度があ

ります。（詳細はお問い合わせください。） 

○ 実績報告書の提出と合わせ、減免申請の意向についての書類も提出してください。（ただし、

23 区内の施設・事業者が対象となりますので市町村の施設事業者の場合は提出不要です。） 

１）減免申請の意向がある場合 

・ 現地調査申請書（帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税等の減免に係る現地

調査実施要領 別記様式第１）を提出してください。 

・ 押印は不要です。 

・ 当該現地調査申請は、固定資産税等の減免申請者が申請してください。 

・ 申請書上の「３補助金交付決定日 又は 譲渡契約に基づく備蓄品受領日」は、交付決定

日（交付決定通知書の右上の日付）を記入してください。 

・ 申請書上の「４添付資料（１）備蓄倉庫を示す平面図」については、備蓄品購入費用補

助金の実績報告書の添付資料と重複しますが、本申請書用としても提出してください（合

せて２部提出）。 

・ 申請書上の「４添付資料（３）譲渡契約に基づき都から備蓄品を受領した日が分かるも

の（納品書）の写し」の提出は不要です。 

２）減免申請の意向がない場合 

・ 「減免意向について」の記載事項を確認いただき、「減免意向調査票」に必要事項を記

載し提出してください。。 

・ 押印は不要です。 
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７．現地調査 

○ 実績報告書を提出いただいた後、現地調査を実施します。 

 ※ 減免意向がない場合、電話調査のみの実施とさせていただく場合があります。 

○ 現地調査で確認する場所及び事項は以下のとおりです。 

１) 補助対象となる備蓄品の品目 及び 数量 

※ 備蓄品の数量を数えますので、数え易いように保管方法（管理方法）を工夫してい

ただけると調査をスムーズに行えます。 

２) 従業者向け備蓄品の品目 及び 数量 

※ 備蓄品の数量を数えますので、数え易いように保管方法（管理方法）を工夫してい

ただけると調査をスムーズに行えます。 

３) 補助対象となる備蓄品の保管場所の面積測定（必要な場合のみ） 

※ 減免意向がない場合は、面積測定は不要です。 

※ 面積が分かる図面をご提出いただければ面積の実測は不要です。 

４) 帰宅困難者の受入場所 

  ○ 現地調査の際に、保管状況等を写真撮影させていただきます。 

 

８．額確定 

○ 実績報告書等の審査及び現地調査の結果、補助金の交付決定の内容及び交付決定時の条件に

適合すると認められる場合は、補助金の額を確定し、確定額通知書を発行します。 

○ 現地調査を実施してから確定額通知までの標準処理期間は約１か月です。 
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９．補助金請求 

○ 「確定額通知書」の交付を受けたら、東京都宛に補助金を請求してください。 

○ 提出書類は以下の二点です。 

１) 補助金請求書（別記様式第８） 

・ 本文に、「確定額通知書」の日付及び文書番号を記入してください。 

※ 交付決定通知書の日付、文書番号とは異なりますのでご注意ください。 

・ 交付申請書と同一の印を押印してください。 

 

２) 支払金口座振替依頼書 

・ 補助金は口座振込により支払いますので、補助金の振込先口座を指定していただきます。 

・ これまで東京都から支払いを受けたことがある申請者（補助金受領や東京都との契約に

基づく支払い等）は、口座情報が既に登録されている場合があります。口座情報の登録が

ある場合には、登録情報が記載された「支払金口座振替依頼書（口座情報払用）」に押印

いただきます。なお、様式はこちらから送付いたしますのでご連絡ください。 

・ 上述の事案に当たらない場合は、口座情報の新規登録が必要となりますので、「支払金

口座振替依頼書（口座情報払・手書き用）」を提出してください。様式は、東京都会計管

理局ホームページ（https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/keiyaku.htm）からダウン

ロードいただけます。※記入例や手続きの流れ等についての説明も掲載されていますので、

ご確認ください。 

・ 口座情報の登録の有無については、本手引き表紙に記載のある番号までお問い合わせく

ださい。 

・ 「支払金口座振替依頼書」の依頼人の法人名、代表者職・氏名及び印は、交付申請書や 

実績報告書等と一致させてください。 

  

https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/keiyaku.htm
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10．補助金の入金 

○ 請求を受け、都は補助金を支払います。 

○ 入金について連絡は差し上げませんので、適宜、振込先として指定した口座を確認ください。 

○ 請求を受けてから入金までの標準処理期間は約１か月です。 

 

11．オンライン申請について 

デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants（J グランツ）」による申請も

受け付けています。以下のリンクから申請してください。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QqexEAC?fromList=true 

※システムに入力する前に事前に担当までご連絡ください。 

※システムにアップロードした際は、お手数ですが併せて担当までお電話ください。 

 

12．その他の留意事項 

（１）補助対象となる備蓄品等の管理（交付要綱 第 20 条） 

○ 管理者は、保管場所において、補助対象となる備蓄品について従業者向けの備蓄品と区分

し、善良な管理者の注意をもって、保管してください。 

（２）補助対象となる備蓄品等の使用及び処分（交付要綱 第 21 条） 

○ 帰宅困難者向け備蓄品の使用は以下の場合に制限されています。 

ⅰ) 受入協定に基づき民間一時滞在施設を開放し、帰宅困難者へ提供する場合 

ⅱ) 水、食料、粉ミルク、液体ミルク及びベビーフードについて、保存年限がおおむね 12 か

月以下となり、食品ロス削減のための取組に使用する場合 

ⅲ) その他知事が必要と認めた場合 

  ○スマートフォン等に充電するために必要な機器の使用は以下の場合に制限されています。 

ⅰ) 受入協定に基づき民間一時滞在施設を開放し、帰宅困難者へ提供する場合 

ⅱ) その他知事が必要と認めた場合 

  〇暑さ対策用備蓄品の使用は以下の場合に制限されています。 

ⅰ) 受入協定に基づき民間一時滞在施設を開放し、帰宅困難者へ提供する場合 

ⅱ) その他知事が必要と認めた場合 

○ 帰宅困難者向け備蓄品、スマートフォン等に充電するために必要な機器及び暑さ対策用備

蓄品は、知事が必要と認める場合に限り、処分することができます。 

（３）帳簿等の整備（交付要綱 第 22 条） 

○ 補助対象事業の経理について特別の帳簿を備えるとともにその内容を証する関係書類を

整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておいてください。 

○ 帳簿等は、補助対象事業終了の翌年度から起算して５年間保管してください。 

（４）調査（交付要綱 第 23 条） 

○ 東京都が実施する一時滞在施設に関する諸調査についてご協力ください。 

  

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QqexEAC?fromList=true
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13. 東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付要綱

(本文）
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14. 帰宅困難者の為の備蓄倉庫に対する固定資産税等の減免

に係る現地調査実施要領（本文） 
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15．交付申請書類チェックリスト 
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16．実績報告書チェックリスト 

 


